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藤塚浜財産区管理会委員の選任について 可決 23 0 ○ ○

新発田市税条例（専決） 総務 可決 23 0 ○ ○

新発田市都市計画税条例（専決） 総務 可決 23 0 ○ ○

新発田市国民健康保険税条例（専決） 社会文教 可決 23 0 ○ ○

新発田市過疎地域の持続的発展のための固定資産税の課税の特例に関する条例（専決） 経済建設 可決 23 0 ○ ○

新発田市子どもデイサービス事業条例 社会文教 可決 23 0 ○ ○

新発田駅前広場条例 経済建設 可決 23 0 ○ ○

新発田市公共下水道事業受益者分担金に関する条例 経済建設 可決 23 0 ○ ○

新発田市下水道事業の設置等に関する条例 経済建設 可決 23 0 ○ ○

一般会計（第２号） 分割付託 可決 23 0 ○ ○

国民健康保険事業特別会計（第１号） 社会文教 可決 23 0 ○ ○

介護保険事業特別会計（第１号） 社会文教 可決 23 0 ○ ○

後期高齢者医療特別会計（第１号） 社会文教 可決 23 0 ○ ○

下水道事業会計（第１号） 経済建設 可決 23 0 ○ ○

水道事業会計（第１号） 経済建設 可決 23 0 ○ ○

新潟県後期高齢者医療広域連合規約の変更について 社会文教 可決 23 0 ○ ○

財産の取得について（新発田市消防団小型動力ポンプ付積載車） 総務 可決 23 0 ○ ○

財産の取得について（除雪車両９ｔ級） 経済建設 可決 23 0 ○ ○

30人以下学級実現、義務教育費国庫負担制度2分の1復元に係る意見書 可決 23 0 ○ ○

地方財政の充実・強化に関する意見書 可決 23 0 ○ ○

「健康保険証の存続を求める意見書」の採択を求める請願書 社会文教 否決 7 16 ○ ×

※１　「総務」　　：総務常任委員会

　　　「社会文教」：社会文教常任委員会

　　　「経済建設」：経済建設常任委員会

　　　「分割付託」：各常任委員会に分割して付託されたもの ※４　「○」：「賛成」したもの

　　　ただし、審査した委員会がない案件は本会議で即決 　　　「×」：「賛成以外」のもの

※２　「可決」：全員賛成または賛成多数により可決、推薦、承認、採択等と議決したもの

　　　「否決」：賛成少数または賛成なしにより否決、不採択等と議決したもの

令和6年新発田市議会６月定例会 議決結果

※３ ※４

人事案件

○ ○ ○ ○ ○

条例の一部改正

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

令和６年度補正予算

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

その他

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

意見書

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

請願 × × ○ ○ ×
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日本共産党
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共道しばた 公明党 無所属
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※３　議長は地方自治法第１１６条により表決には参加しないため、表決に参加する全議員数は２３人です。
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